
年末年始無災害運動のお知らせ 
 

期間 平成２７年１２月１５日から平成２８年１月１５日 

 

 

 

 
 

 日ごろから労働基準行政における労働災害防止対策の推進について、御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

 さて、川崎北労働基準監督署管内においては第１２次労働災害防止推進計画（平成２５年度～

２９年度）に基づき、管内における労働災害（休業４日以上の死傷者数）を平成２９年までに   

１５％減少（平成２４年比）させることを目標とし、平成２７年の時点で９％減少（同）させる

べく各種施策を展開しているところであります。 

 労働災害の発生状況をみると、今年上半期までは前年比で１０％を超える減少率で推移してお

りましたが、下半期に入り減少率が鈍くなり、目標達成が厳しい状況となってきております。 

 特に、本年１０月末現在における管内の労働災害発生状況をみると、「保健衛生業」「飲食店」

において労働災害が大きく増加している傾向がみられ、また、建設業において死亡者が２人発生

しており、憂慮すべき状況であります。 

 これらの状況を鑑み、川崎労働基準監督署では  平成２７年１２月１５日から平成２８年１月

１５日までの年末年始無災害運動の期間において、年末年始における労働災害が多発する傾向に

ある作業に関して労働災害防止に向けた各種対策にご協力をいただいているところであります。 

 つきましては、当署管内にある各事業場の皆様が、労働災害の撲滅を目的とし、より一層の安

全対策の徹底を図られたくご協力をお願いいたします。 

 
●川崎北署管内における労働者死傷病報告受理状況（平成２７年１０月末現在）

   
                         

                                

川崎北労働基準監督署 
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「たぶん」「だろう」に 危険がひそむ しっかり点検 年末年始 

第１２次労働災害防止推進計画 

実施中！ 
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回転体にはさまれる 

●不具合が生じたときには、機械を

停止してから作業すること。 

●危険予知訓練及び安全教育を実

施・徹底する。 

 

機械誤操作 

●機械に身体が入らないよう囲

いを設ける。 

●安全な作業方法を明確にし、

不安全行動を禁止する。 

機械誤操作 

●機械を掃除するときは、必ず

起動装置の電源を切る。 

●間違っても電源が入らないよ

う安全装置を設置し、不安全行

動は絶対にしない。 

錯覚行動ではさまれる 

●不具合が生じた時には、必ず機械

を停止させてから作業する 

●作業効率を考え、作業改善を行う

際には必ず上司に安全指示を仰ぐ。 

 

回転機にはさまれる 

●安全装置の設置を徹底し、注意標

識をつけて周知する。 

●安全な作業方法を明確にし、悪習

慣をなくす。 

●危険予知訓練及び安全教育を実

施・徹底する。 

 

機械で手を切る 

●掃除、給油、検査及び修理を行う

場合は、機械を停止する。 

●安全教育は準備・後始末作業にお

いても徹底する。 

●ストレスにより注意力低下を起

こしやすいので、職場の上司がバッ

クアップする。 

年末年始の非定常作業時の災害を防ごう!! 



 

 

 

 

 

◎安全な足場による作業床は設けていますか？ 

◎防網（安全ネット）等は準備していますか？ 

◎安全帯等の取付設備は設けていますか？ 

◎安全に昇降することができる設備は設けていますか？ 

◎丈夫で、損傷や腐食のない、はしごや脚立を備えていますか？ 

◎足場等について、適正な手すり、さん、幅木等を設けていますか？ 

◎スレート屋根上等、踏み抜きの危険性を及ぼす作業箇所はありませんか？ 

◎高所作業場所の床面にで、つまづき、すべり等の危険個所はありませんか？ 

◎必要に応じた作業主任者の選任、必要に応じた設備の点検等を行っていますか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

建設業における『墜落・転落』災害の撲滅！ 
建設業の事業者の皆さん！！ 墜落させない対策は万全ですか？ 

『墜落・転落』災害ＺＥＲＯ運動 

我が社は「より安全な措置」を実行します 

手すり先行工法を 

積極的導入!! 

安全な作業手順を 

遵守!! 

手すり・下さんに 

上さん追加!! 

安全経費は 

必要経費!! 

足場の点検を 

徹底!! 

幅木を 

積極使用!! 

安全には手間とお金（費用：コスト）がかかります。 

しかし、安全経費を充実させれば労働災害の防止につながります。 

現場の危険（リスク）の低減にもつながります。 

守ろう！労働安全衛生法!! 

取り組もう！一歩先行く「より安全な措置（対策）」!! 



 

 

 

 

 

陸上貨物運送事業における労働災害の多くは、荷役作業時に発生が集中していま

す!!荷役作業時の労働災害を防止するために、今一度「陸上貨物運送事業における

荷役作業の安全対策ガイドライン」を指針とした、職場における労働災害防止対策

の見直し・点検を行いましょう!! 

 また、運送業者の荷主となる事業場の皆様におかれましても自社構内における、

荷役作業時の墜落・転落災害、フォークリフトによる接触災害等を防止するために

必要な措置を積極的に講じるよう努めましょう!!! 

   
 

 

 

 

 年末年始は、取り扱う荷物量の増加や、配送日時等の指定や制約、帰省やレジャー・買い物な

ど運転に不慣れな一般車の増加など安全に配送するために支障となるリスクの増加が予想されま

す。特にこの時期は日暮れが早く、特に１２月は１年のうちで交通事故が多発する傾向にありま

す。冬場の自動車運転を安全に行うためのポイントとして労働安全衛生関係法令の遵守とあわせ

て「交通労働災害防止のためのガイドライン」の内容についても今一度確認しましょう!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

陸上貨物運送事業者の皆様へ 

荷役作業時の安全確保にご協力ください！ 

交通労働災害を防止しましょう!! 

関係法令とガイドラインの内容とあわせて 

特に注意をお願いしたい安全運転のポイント 

① 長時間運転、夜間時、渋滞時 

・できる限り昼間を中心とした運転とし、一連続運

転時間が長くならないよう休憩をこまめにとる。 

・事前に十分な睡眠をとっておく。 

・渋滞時には視野を前方に広めにとる。また、こま

めな休憩をしてリフレッシュする。 

② 日没時 

・夕日が目に入る場合はサンバイザーやサングラス

を活用する。 

・見づらい場合は、車を止め目が慣れるまで待つ。 

・ライトは早めに点灯し、周囲に存在を知らせる。

また、スピードは控えめにし、周辺へ注意を払う。 

③ 高速道路 

・速さに慣れると車間が短くなる傾向があるので、

車間は多めにとる。 

・高速道から一般道へ降りた直後は速度超過の傾向

があるので注意する。 

・ＥＴＣ通過時は決められた速度を守る。 

④ 雪道走行 

・降雪に備えタイヤチェーン等を準備する。また、

装着等は装着場など安全な場所で行う。 

・急ハンドル、急ブレーキ、急発進をしない。 

・車間を多めにとり早めの減速を心がける。 

・凍結路面の通行は避ける。 



 

 

 

 

 

 
 

 

職場での転倒事故を防ぎましょう！ 



 

 

 

 

 

製造業・陸上貨物運送事業・小売業・社会福祉施設などの職場では腰痛による労働災害が多発

する傾向があります。 

厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」で重量物取扱い作業などでの腰痛予防対策

を示しておりますので、指針に基づく組織的な腰痛予防のための取り組みにご協力をお願いいた

します。 

 

 
 

職場での腰痛を予防しましょう！ 



３次産業で働く皆さまへ 
 

 

 

 

 

 

 

 労働災害を防ぐためには、 

◎「職場に潜んでいる危険」などを見つける 

◎「危険な箇所」などを知らせる 

◎「脚立や台車」などの使い方を学ぶ 

などの『安全活動』をします。 

 安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、従業員も全員参加することが重要です。 

 

 

 

☝ ５Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く     
 ◆５Ｓとは、４Ｓ活動（「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」）に「躾（しつけ）」をプラスした活

動のことをいい、これらを日常的に行うことを言います。 

 ◆５Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、作業のしやすさ、作業の効率化も期待できます。 

 ◆お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を忘れないようにしましょう。 

 ◆荷物やゴミなど、物が散らかっている職場や、水や油で床が滑りやすい職場は、災害の危険

が高くなります。 

 

☝ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける   
 ◆ＫＹとは「危険（Ｋ）・予知（Ｙ）」のことです。 

  ＫＹ活動は、業務を開始する前に職場で「その作業では、どんな危険が潜んでいるか」を話

し合い、「これは危ない」というポイントの対策を決め、作業は一人ひとりが「指さし呼称」

をして行動確認します。 

 ◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全ではない行動を招き、災害の原因となりま

す。 

 

☝ 危険の「見える化」 ＝ 危険を察知する   
 ◆危険の「見える化」は、職場の危険を可視化（＝見える化）し、従業員全員で共有すること

です。ＫＹ活動で見つけた危険のポイントに、ステッカーなどを貼り付けることで、注意を

喚起します。 

 ◆墜落や衝突などのおそれのある箇所がわかっていれば、慎重に行動することができます。 

 
 

 

 ～ 主な安全活動の内容 ～ 

 

労働災害を防ぐためにはどのようなことをすればよいのでしょうか?? 

 



 
 

 

 ※ころばＮＩＣＥ２～５の詳細は窓口で配布しているリーフレットに掲載してあります!! 

 

 

 


